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20
歳
前
の
障
害
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
、

障
害
福
祉
年
金
か
ら
切
り
替
わ
っ
た
障
害
基

礎
年
金
、
母
子
・
準
母
子
福
祉
年
金
か
ら
切

り
替
わ
っ
た
遺
族
基
礎
年
金
を
受
け
て
い
る

方
は
、７
月
が
「
現
況
届
」
の
提
出
月
で
す
。

　

７
月
初
め
に
社
会
保
険
事
務
所
か
ら
「
現

況
届
」
が
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
必
要
事
項

を
記
入
し
て
７
月
31
日
ま
で
に
役
場
住
民
課

ま
た
は
振
興
事
務
所
住
民
福
祉
課
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、「
診
断
書
」
が
同
封
さ
れ
て
い
た

方
は
、
医
師
の
診
断
を
受
け
、
現
況
届
と
一

緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
「
現
況
届
」
が
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
り
、

期
日
に
遅
れ
て
提
出
さ
れ
た
場
合
、
年
金

の
支
払
い
が
一
時
止
ま
り
ま
す
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

※
右
記
以
外
の
年
金
を
受
け
て
い
る
方
は
、

誕
生
月
が
現
況
届
の
提
出
時
期
に
な
り
ま

す
。

【
問
合
せ
先
】
大
垣
社
会
保
険
事
務
所

〒
５
０
３―

８
５
５
５　

大
垣
市
八
島
町
１
１
４

Ｔ
Ｅ
Ｌ
０
５
８
４―

７
８―

５
１
６
６

　

県
の
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
で
は
、
子
ど

も
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
相
談
に
応
じ
て
き
ま

し
た
が
、
４
月
か
ら
は
町
も
相
談
窓
口
と
な

り
ま
し
た
。

　

役
場
福
祉
課
、
揖
斐
川
子
育
て
支
援
セ
ン

タ
ー
、
揖
斐
川
保
健
セ
ン
タ
ー
の
窓
口
で
、

友
人
、
親
子
関
係
に
関
す
る
悩
み
、
し
つ
け

や
育
児
相
談
な
ど
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

　

役
場
福
祉
課

　
　

Ｔ
Ｅ
Ｌ
２
２―

２
１
１
１（
内
線
１
７
４
）

　

揖
斐
川
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

　
　

Ｔ
Ｅ
Ｌ
２
３―

１
１
３
６

　

揖
斐
川
保
健
セ
ン
タ
ー　

　
　

Ｔ
Ｅ
Ｌ
２
３―

１
５
１
１

　

町
村
合
併
に
伴
い
、
旧
町
村
で
発
行
済
み

の
印
鑑
登
録
証
を
新
揖
斐
川
町
の
印
鑑
登
録

証
（
カ
ー
ド
式
）
に
次
の
と
お
り
引
き
替
え

を
し
ま
す
。

　

な
お
、
引
き
替
え
を
す
る
ま
で
の
間
は
、

現
在
お
持
ち
の
印
鑑
登
録
証
は
引
き
続
き
ご

利
用
い
た
だ
け
ま
す
。　

　

ま
た
、
ご
本
人
が
来
ら
れ
な
い
場
合
は
、

ご
家
族
（
同
一
世
帯
）
の
方
で
も
引
き
替
え

を
し
ま
す
。

●
引
き
替
え
開
始
日

　
　

７
月
１
日
（
金
）
か
ら
（
開
庁
日
）

●
引
き
替
え
時
間

　
　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

●
持
参
す
る
も
の　

　
　

・
現
在
お
持
ち
の
印
鑑
登
録
証

　
　

・
持
参
者
の
身
分
証
明
書
（
免
許
証
・

　
　
　

保
険
証
な
ど
）
お
よ
び
認
印

●
引
き
替
え
場
所　

　
　

揖
斐
川
町
役
場 

住
民
課 

ま
た
は

　
　

各
振
興
事
務
所 

住
民
福
祉
課

【
問
合
せ
先
】
役
場 

住
民
課
２
２―

２
１
１
１

ま
た
は
、
各
振
興
事
務
所 

住
民
福
祉
課

　

農
業
所
得
の
申
告
に
用
い
ら
れ
て
き
た
水

稲
、
転
作
田
の
農
業
所
得
標
準
は
平
成
18
年

分
の
確
定
申
告
か
ら
廃
止
さ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
、
農
業
所
得
標
準
を
適
用
し
、

確
定
申
告
を
さ
れ
て
き
た
方
は
、
農
業
所
得

標
準
廃
止
後
は
、
収
入
金
額
か
ら
必
要
経
費

を
差
し
引
く
「
収
支
計
算
」
で
農
業
所
得
を

計
算
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

出
荷
伝
票
な
ど
の
収
入
金
額
が
分
か
る
書

類
と
領
収
書
な
ど
必
要
経
費
が
分
か
る
書
類

を
保
存
し
、
ノ
ー
ト
な
ど
に
記
録
し
て
い
た

だ
け
れ
ば
、
比
較
的
簡
単
に
「
収
支
計
算
」

を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ご
不
明
な
点
は
大
垣
税
務
署
（
個
人

課
税
部
門　

Ｔ
Ｅ
Ｌ
０
５
８
４―

７
８―

４
１
０
４
）へ
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
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８
月
１
日
（
月
）
は
、
固
定
資
産
税

（
２
期
分
）、国
民
健
康
保
険
税
（
３
期
分
）

の
納
期
限
で
す
。

　　

納
め
忘
れ
の
な
い
よ
う
に
、
早
め
に

納
め
ま
し
ょ
う

　

ま
た
、
口
座
振
替
で
納
付
さ
れ
る
方

は
、
納
期
限
前
日
ま
で
に
預
貯
金
残
高

の
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

印
鑑
登
録
証
�
引
�
替
�
�
�
�
�

＜７月は”社会を明るくする運動”強調月間です。＞

☆　ふれあいと　対話が築く　明るい社会　☆

法務省主唱の“社会を明るくする運動”とは

　すべての国民が犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更正について理解を深め、それぞれの立場に
おいて力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする全国的な運動です。

　近年の犯罪や非行が多発する背景には、急速な社会の変化のなかで、住民同士の「ふれあい」や親子の「対話」が減るなど
地域社会や家庭が従来もっていた犯罪抑止力や教育力の低下があると考えられます。
　そこで、それぞれの連携を強め、次世代を担う青少年のための健全な生活環境（犯罪や非行のない明るい地域社会）を地域
住民ひとりひとりが築いていかなければなりません。　
　皆さんのご理解とご協力で”明るく住みやすい揖斐川町”を目指しましょう。

揖斐川町社会を明るくする運動実施委員会
（保護司会・更正保護女性部会）


